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中小企業の産学官連携の課題と対応策 

～「新連携」事業の運営と支援事例～ 

 

○茂木文雄（中小企業基盤整備機構）、桑名清美（同左）、岡田望（同左） 

 

 

１．はじめに 

 大企業を頂点とする伝統的な垂直統合型の分業構

造の崩壊や技術革新の高度化等の大きな経営環境の

変化の中で、中小企業は中小企業自らが提案し、自

らが進んでいくべき新たな事業分野を開拓していく

必要に迫られている。 

一方、経営資源の限られた中小企業にとって、新

分野開拓の企業間連携は重要な要素である。技術や

ノウハウ等において特長のある経営資源を有する中

小企業が、自己に欠けている機能（設計・技術・製

造・マーケティング等）を企業同士の連携により相

互に補完しあい、市場のニーズに応えることにより、

付加価値の高い商品やサービスを作り出していくこ

とが可能となるからである。 

 平成１７年４月に「中小企業の新たな事業活動を

促進する法律」（以下、「中小企業新事業活動促進法」

という。）が施行され、異分野の中小企業が連携して

新事業を展開する取り組みを支援する「新連携支援

制度」が創設されている。「新連携」とは、中小企業

がそれぞれの強みを持ち寄り、事業提携を行うこと

により、これまでにない新たな事業に挑戦する取り

組みである。「新連携」制度の創設以来、平成１９年

３月末までの２年間で３２１件の事業計画が認定を

受け、事業化に向けた取り組みが行われている。 

図表１：新連携認定の実績推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告では、「新連携」が、単独では達成できない

新事業分野の開拓をより効果的に展開することが可

能であること。また、民間金融支援の促進や広域連 

携の促進、更には、産学連携も効果的に行われる支

援制度であることを検証する。  

この報告は、独立行政法人中小企業基盤整備機構

（以下、「中小機構」という。）新事業支援部におい

て実施している業務に私見を加えて行ったものであ

る。なお、本報告で取り上げる「新連携」は、自社

の強みの存在と経営者のリーダーシップを持ち合わ

せ、自社にはない経営資源を補完する企業との連携

により、付加価値のある製品やサービスの事業化に

スピードを持って取り組む意欲を持ち、様々な課題

に積極的に挑戦する成長志向を持つ中小企業群の活

動であることを付け加えておきたい。 

 

２．新連携支援制度の政策的位置関係 

「新連携」は、「参加事業者間での規約等により、

役割分担・責任体制が明確化していること」とされ、

企業間の有機的連携を条件としている。中小企業者

単独ではなしえない事業化への取り組みを企業間の

経営資源を補完しあう有機的連携という手段で、連

携する企業がリスクを負いながら新分野を開拓する

というこれまでにない支援施策である。 

図表２：企業間連携と支援施策の関係 
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異業種交流事業は、そのメンバー構成が多様であ

ればあるほど様々な情報を収集することができ、多

様なネットワークを構築することができる。しかし、

これらのメンバーの一部は、新製品開発に取り組ん

でいるものの、企業間の調整や販路の開拓等の様々

な障壁を乗りこえ事業化に至るまでには多くの時間

を要している。 

 

３．新連携支援制度の内容 

新連携支援制度は、中核とする中小企業が存在し、

２社以上の中小企業が参加することが条件となって

いる。また、他に大企業や大学・研究機関、ＮＰＯ、

組合、支援機関、金融機関なども可能である。新連

携の要件を満たし、新規性・市場性などが十分にあ

る計画が経済産業局に認定されると、補助金・政府

系金融機関からの低利融資などの支援を受けること

ができる。 

この新連携を支援するために、全国９か所に新連

携支援地域戦略会議が設置されている。戦略会議事

務局では、新連携のプロジェクトマネージャーやサ

ブマネージャーを中心として、法律認定前に事業計

画の課題の洗い出しと助言、更には不足する連携体

メンバーのマッチング、金融機関や大学・研究機関

との調整等のブラッシュアップ支援、また法律認定

後には、各分野の専門家なども活用しながら事業化

が成功するまで一貫したフォローアップ支援を行っ

ている。補助金のみの支援制度やマッチングの機会

提供にとどまらない、ソフト支援を含めた一貫した

支援を実施しているところが特長である。 

図表３：「新連携」支援の仕組み 

 

４．新連携支援制度の実施状況 

（１）「新連携」と事業化 

新連携認定案件３２１件のうち、既に１５８件が

事業化を達成しており、着実にその成果が出てきて

いる。（「事業化」とは、売上計上を確認できたもの

をいう。） 

これは、事業可能性の目利き、不足する連携体メ

ンバーや販売先開拓のアドバイス、規約策定に生じ

る企業間の利害調整等を行う新連携支援地域戦略会

議事務局のハンズオン支援が機能することで事業化

率の向上に寄与している。 

（２）「新連携」と金融支援 

新連携支援制度におけるもう一つの大きな特長は、

連携体を構築する個別企業に対する政府系金融機関

融資や債務保証を可能としていることである。 

これまでの支援策では、事業協同組合等法人化し

た組織に対する融資や信用保証を行うことが多かっ

たが、柔軟性に欠ける点も多く、事業化に向けた取

り組みに必ずしも有効に機能していない点が見られ

た。新連携支援制度は、この点を解決するとともに、

民間金融機関からの資金供給が受けやすい制度とな

っている。 

 更に、新連携支援では、新連携地域戦略会議事務

局が地域金融機関を巻き込みつつ、事業計画のブラ

ッシュアップ支援等を行い、事業評価委員会が事業

性を十分に評価して認定を行っている。このことで、

政府系金融機関だけでなく、民間金融機関の融資も

多くのケースで見込むことができる。 

図表４：「新連携」と金融支援 
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（３）「新連携」と広域連携 

 新連携における連携メンバーについてみると、「同

一都道府県内の連携」が 38.0％、「連携者のうち１

社が他の都道府県にまたがる連携」が 34.0％、「連

携者のうち２社以上が複数都道府県にまたがる連

携」が28.0％となっており、地域を越えた広域連携

が約６割を占めている。また、連携体構築にあたり、

「以前から取引のあった企業と連携事業を行った」

ケースは、平成１７年度１２１件から平成１８年度

８２件に、一方「連携事業を行うに際し、初めて連

携を組んで事業を行った」ケースは、平成１７年度

４２件から平成１８年度７６件に増加し、「新連携」

をきっかけに初めて連携を組んだとする連携体が大

幅に増加している。 

 コア企業の不足する経営資源を補完する連携メン

バーをいかに確保するかは、事業を成功させるため

の大きなポイントとなる。「新連携」では、最適メン

バーを構成するため、地域外の企業やこれまでに取

引のなかった企業とも連携しようとする企業間連携

が行われている。 

図表５：連携体における連携メンバーの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．新連携支援事例にみる企業間連携と産学官連携 

 本節では、新連携支援地域戦略事務局の支援事例

を企業間の連携と産学官の連携の視点から検討する。 

（１）新連携支援事例にみる企業間連携 

 事業の中核を担うコア企業の役割とそれを補完す

る連携メンバーの役割について、既に事業化に成功

した事例を抽出し整理した。（図表６）コア企業が中

核となる技術を持ち、不足する生産・製造、販売等

を連携メンバーが補完するものやコア企業がビジネ

スプランのマネジメント等プロジェクト全体を統括

し、必要となる技術、製造、サービス等は他の連携

メンバーが補完するものなどのパターンが見られる。 

 図表６：コア企業と連携メンバーの補完関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支援事例 コア企業：㈱シオン 

テーマ：バッテリー延命活性化液とバッテリー再生を組み合

わせたバッテリーメンテナンス事業 

㈱シオンが特許を取得しているバッテリー（鉛蓄

電池）に添加することにより約３倍の延命効果を有

するコロイド状の電解酸化カーボン精製水（商品

名：ナノカロイド）を活用し、連携メンバーの技術

の結晶により、廃棄バッテリーを再生バッテリーと

して商品化、また、従来のバッテリーより長寿命で

あると同時にナノカロイドによる延命効果の高い新

品バッテリーの製品化に成功した。 

本事業では、連携体で事業所とメンテナンス契約

を締結し、バッテリーの延命活性化や再生させる等

のバッテリーメンテナンス事業を展開している。 

①㈱シオンをコア企業とし、岡安電機㈱が連携メン

バーに加わり新品バッテリーの製造が可能になり、

更に㈱コマゼンの参加によりバッテリーの再生が

可能となる。 

②計画策定段階から地元信用金庫がバックアップし、

政府系金融機関と共に融資を実行している。 

③名古屋工業大学と行ってきた分析・評価で、ナノ

カロイドの延命効果作用が証明されたことが商品

の信用力を高めている。 

図表７：支援事例 
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（３）「新連携」と産学連携 

 新連携認定案件３２１件に対し、延べ１９１先の

大学や公設試等の支援機関が「連携」や「協力」の

形態で連携体に関与している。「連携」という連携度

の高い関与は５０件で、「協力」という連携度の低い

関与は１４１件となっている。 

 図表８：新連携における産学連携実績 

機関 連携 協力 合計

大学 30 90 120

公設試 15 39 54

産総研 5 12 17

合計 50 141 191  

テーマ別で見てみると「衣食住」（14.1％）、「基盤

技術」（13.6％）、「環境」（13.6％）、新素材、燃料電

池、光、ロボット、バイオの「次世代技術」（12.0％）

の順となっている。 

図表９：「新連携」における産学連携テーマ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

産学連携を行い、かつ既に事業化に成功した１０

事例を整理してみると、大学・公設試等の役割とし

て技術や製品に対する「技術評価・試験・分析」、事

業の中核となる「研究開発・共同研究」及び「技術・

ノウハウ供与」、「技術指導」に分類するこができる。

技術等の信頼度を高める技術評価等は「協力」とい

う形態で、事業の中核となる共同研究や技術・ノウ

ハウ供与は「連携」という連携度の強い形態で新連

携事業に参画している傾向が読みとれる。これは、

「連携」が、規約等で役割分担や責任が明確化され

るとともに秘密保持契約や共同開発契約の締結等を

行うため大学・公設試等もリスクが明確になり、参

画しやすい環境ができるためと考えられる。 

 

 

図表９：産学連携事例 
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６．おわりに 

「新連携」は、単独では達成できない新事業分野

の開拓をより効果的に展開することが可能である。

また、企業間の連携もコア企業を中心に様々な補完

関係があることが確認できた。更に、民間金融の支

援促進、ベストメンバーで連携体を構築するための

広域連携の促進、産学連携も効果的に行われる支援

制度であることが確認できた。  

また、事業可能性の目利き、不足する連携体メン

バーや販売先開拓のアドバイス、規約策定に生じる

企業間の利害調整等を行う新連携支援地域戦略会議

事務局のハンズオン支援が機能することで事業化率

の向上にも寄与している。 

現在、「新連携」は制度創設から２年半の経過であ

り、全ての新連携認定案件は、事業計画の達成に向

けて取り組んでいるところである。今後は、新連携

の成功事例を積み上げていきながら新連携支援制度

の運営について議論を深めていくこととしたい。 
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